
第１３６号議案

令 和 ４ 年 度

新城市国民健康保険診療所特別会計

補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）
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令和４年度新城市国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）

令和４年度新城市の国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，６８２千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５３，６１８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和４年１２月１日提出

新城市長 下 江 洋 行



3 8,250 45 8,295

1 県補助金 8,250 45 8,295

4 47,143 △2,727 44,416

1 繰入金 47,143 △2,727 44,416

156,300 △2,682 153,618

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

県支出金

繰入金

歳　　入　　合　　計

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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1 91,073 △2,941 88,132

1 管理費 91,073 △2,941 88,132

2 62,664 259 62,923

1 医業費 41,238 259 41,497

156,300 △2,682 153,618

歳　　出

総務費

医業費

歳　　出　　合　　計

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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白紙



１　総　　括

（歳　　入）

3 県支出金 8,250 45 8,295

4 繰入金 47,143 △2,727 44,416

156,300 △2,682 153,618

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　　入　　合　　計

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）

1 総務費 91,073 △2,941 88,132

2 医業費 62,664 259 62,923

156,300 △2,682 153,618歳　　出　　合　　計

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△2,941

259

0 0 0 △2,682

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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２　　歳    入

　３款　県支出金 45千円

　１項　県補助金 45千円

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円

2 衛生費県補助金 0 45 45

計 8,250 45 8,295

　４款　繰入金 △2,727千円

　１項　繰入金 △2,727千円

1 一般会計繰入金 32,528 △2,727 29,801

計 47,143 △2,727 44,416
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節
説　　　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

 千円  千円

1 保健衛生費補 45 高齢福祉施設等ワクチン接種加速化支援金 45

助金

1 一般会計繰入 △2,727 一般会計繰入金 △2,727

金

国民健康保険診療所特別会計
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３　　歳    出

　１款　総務費 △2,941千円

　１項　管理費 △2,941千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

1 一般管理費 79,583 △2,499 77,084 △2,499

2 へき地医療 6,633 △442 6,191 △442

推進費

計 91,073 △2,941 88,132 0 0 0 △2,941

　２款　医業費 259千円

　１項　医業費 259千円

1 診療費 39,450 259 39,709 259
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目 補正前の額 補正額 計



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

2 給料 △995 001 人件費 △3,282

　003 職員分 △3,282
3 職員手当等 △2,266

　　　・一般職給 △995

4 共済費 △21 　　　・管理職手当 618

　　　・住居手当 30
10 需用費 783

　　　・通勤手当 166

　　　・特殊勤務手当 △2,345

　　　・時間外勤務手当 9

　　　・期末手当 △778

　　　・勤勉手当 34

　　　・地方公務員共済組合負担金 △38

　　　・地方公務員災害補償基金 △11

　　　・社会保険料（短時間勤務職員分） 28

495 一般管理事業 783

　001 一般管理事業 783

　　　・光熱水費 475

　　　・修繕料 308

1 報酬 △300 497 へき地医療推進事業 △442

　001 へき地医療推進事業 △442
8 旅費 △142

　　　・会計年度任用職員報酬 △300

　　　・費用弁償 △142

17 備品購入費 259 498 診療事業 259

　001 診療事業 259

　　　・備品購入費 259

国民健康保険診療所特別会計
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説　　　　　　　　　　　　明



　２款　医業費 259千円

　１項　医業費 259千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

計 41,238 259 41,497 0 0 0 259
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目 補正前の額 補正額 計



節

区　　分 金　　額

 千円 千円

国民健康保険診療所特別会計
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説　　　　　　　　　　　　明



　　一  般  職

　(１)総    括

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

( 2)

7 900 32,217 26,930 60,047 10,738 70,785

( 2)

7 1,200 33,212 29,196 63,608 10,759 74,367

( 0)

0 △ 300 △ 995 △ 2,266 △ 3,561 △ 21 △ 3,582

＊(　　)は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

2,430 1,236 310 500 3,738 256

1,812 1,236 280 334 6,083 247

618 0 30 166 △ 2,345 9

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

6,631 5,871 1,210 0 0 0

7,409 5,837 1,210 0 0 0

△ 778 34 0 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

0 0 4,378 370 26,930

0 0 4,378 370 29,196

0 0 0 0 △ 2,266

給 与 費 明 細 書

給 与 費

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分 備 考職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計 共 済 費 合 計

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分

管 理 職
手 当

扶 養
手 当

住 居
手 当

通 勤
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時間外勤務
手 当

区 分

期 末
手 当

勤 勉
手 当

地 域
手 当

宿 日 直
手 当

夜 間 勤 務
手 当

休 日 勤 務
手 当

区 分

退 職
手 当

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

初任給調整
手 当

児 童
手 当

計

職

員

手

当

等

の

内

訳

- 14 -



ア　会計年度任用職員以外の職員

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

( 1)

7 0 32,217 26,930 59,147 10,738 69,885

( 1)

7 0 33,212 29,196 62,408 10,759 73,167

( 0)

0 0 △ 995 △ 2,266 △ 3,261 △ 21 △ 3,282

＊(　　)は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

2,430 1,236 310 500 3,738 256

1,812 1,236 280 334 6,083 247

618 0 30 166 △ 2,345 9

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

6,631 5,871 1,210 0 0 0

7,409 5,837 1,210 0 0 0

△ 778 34 0 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

0 0 4,378 370 26,930

0 0 4,378 370 29,196

0 0 0 0 △ 2,266

給 与 費

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分 備 考職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計 共 済 費 合 計

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分

管 理 職
手 当

扶 養
手 当

住 居
手 当

通 勤
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時間外勤務
手 当

区 分

期 末
手 当

勤 勉
手 当

地 域
手 当

宿 日 直
手 当

夜 間 勤 務
手 当

休 日 勤 務
手 当

区 分

退 職
手 当

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

初任給調整
手 当

児 童
手 当

計

職

員

手

当

等

の

内

訳
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イ　会計年度任用職員

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

( 1)

0 900 0 0 900 0 900

( 1)

0 1,200 0 0 1,200 0 1,200

( 0)

0 △ 300 0 0 △ 300 0 △ 300

＊(　　)は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

給 与 費

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分 備 考職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計 共 済 費 合 計

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分

管 理 職
手 当

扶 養
手 当

住 居
手 当

通 勤
手 当

特 殊 勤 務
手 当

時間外勤務
手 当

区 分

期 末
手 当

勤 勉
手 当

地 域
手 当

宿 日 直
手 当

夜 間 勤 務
手 当

休 日 勤 務
手 当

区 分

退 職
手 当

管 理 職 員
特 別 勤 務
手 当

初任給調整
手 当

児 童
手 当

計

職

員

手

当

等

の

内

訳
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　(２)給料及び職員手当等の増減額の明細

・給料の改定率　0.18%

・給料改定実施時期　令和4年4月

△ 1,053

勤勉手当　6月期 12月期

改定前 　0.950月 0.950月

改定後 　0.950月 1.050月

＊会計年度任用職員を除く。

　(３)給料及び職員手当等の状況

ア  職員１人当たり給与

＊短時間勤務職員を除く。

イ　初任給

増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
(千円) (千円)

△ 1,053千円

301千円

17千円

△ 2,584千円

平均給料月額(円) 379,900 350,867

平均給与月額(円) 444,100 533,240

平 均 年 齢 (歳) 47.91 48.78

平均給料月額(円) 365,900 368,467

平均給与月額(円) 392,400 588,725

平 均 年 齢 (歳) 46.91 50.07

国 の 制 度

一 般 行 政 職 ( 円 )

高 校 卒 154,600 154,600

短 大 卒 167,100 167,100

大 学 卒 185,200 185,200

区 分 説 明 備 考

給与改定に
伴う増減分

58

その他の増
減分

職員の異動等に伴
う増減分

異動･その他

勤勉手当支給率改
定に伴う増加分

その他給与改定に
伴う増加分

その他の増
減分

△ 2,584 職員の異動等に伴
う増減分

異動･その他

区 分 一 般 行 政 職 医 療 職

令和4年10月1日 現在

令和3年10月1日 現在

区 分 一 般 行 政 職 ( 円 )

給 料 △ 995

職 員
手当等

△ 2,266 給与改定に
伴う増減分

318

- 17 -



ウ　級別職員数

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比

(人) (%) (人) (%) (人) (%)

( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

0 0.0 0 0.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

1 100.0 1 25.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

( 0) (0.0) ( 1) (100.0) ( 0) (0.0)

0 0.0 0 0.0 2 50.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

1 100.0 0 0.0 1 25.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

( 0) (0.0) ( 1) (100.0) ( 0) (0.0)

1 100.0 1 100.0 4 100.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

0 0.0 0 0.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

1 100.0 1 25.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

0 0.0 0 0.0 1 25.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

0 0.0 0 0.0 2 50.0 

( 0) (0.0) ( 1) (100.0) ( 0) (0.0)

1 100.0 0 0.0 0 0.0 

( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0)

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

( 0) (0.0) ( 1) (100.0) ( 0) (0.0)

1 100.0 1 100.0 4 100.0 

医療職給料表 医療職給料表 医療職給料表

(一) (二) (三)

一 般 行 政 職 医 療 職

職 員 数 構 成 比

(人) (％)

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

1 100.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

1 100.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

1 100.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

0 0.0 

( 0) ( 0.0)

1 100.0 

＊(　)は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

＊構成比は小数点以下第２位を四捨五入してあるので、その合計が100％にならない場合がある。

区 分 級

行 政 職 給 料 表 ( 一 )

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

計

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

計

令 和 4 年 10 月 1 日
現 在

令 和 3 年 10 月 1 日
現 在
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　(級別の基準となる職務)

7 級

4 級

3 級

1 級

1 級

部長、理事、事務局長、消防長の職務

係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務 院長の職務

主任、主任保育士、主任教諭の職務 副院長の職務

定型的な業務を行う職務 医師、歯科医師の職務

医療技師、栄養士の職務 准看護師の職務

区 分 行 政 職 給 料 表 ( 一 ) 医 療 職 給 料 表 ( 一 )

6 級

副部長、次長、総合支所長、会計管理者、自
治振興事務所長、消防次長、署長、課長、室
長、所長、参事、事務長、副署長、指導保育
士、指導教諭、園長の職務

5 級
副課長、副室長、副所長、副参事、副事務
長、分署長、出張所長、指揮隊長、予防指
令、副園長の職務

2 級
特に高度の知識又は経験を必要とする業務を
行う職務

医療部長、診療部長、医局長、診療所長、部
長医師、センター長、副診療所長、医長の職
務

区 分 医 療 職 給 料 表 ( 二 ) 医 療 職 給 料 表 ( 三 )

6 級 運営部長の職務
運営部長、センター次長、助産所長、副部
長、課長、室長、参事の職務

5 級

1　運営副部長、運営課長、室長、運営参
事、医療技術長、医療技師長の職務
2　困難な業務を行う運営副課長、副室長の
職務

1　運営副部長、運営課長、所長、運営参
事、副助産所長、副課長（保健師長）、副参
事（保健師長）の職務
2　困難な業務を行う運営副課長、副所長、
助産師長、看護師長の職務

4 級

1　運営副課長、副室長の職務
2　特に高度の知識又は経験を必要とする薬
剤師の職務
3　困難な業務を行う医療技師、栄養士の職
務
4　主任薬剤師の職務
5　主任技師の職務
6　主任栄養士の職務

1　運営副課長、副所長、助産師長、看護師
長の職務
2　特に高度の知識又は経験を必要とする保
健師、助産師、看護師の職務
3　係長（主任保健師）、主査（主任保健
師）、主任看護師の職務

3 級

1　高度の知識又は経験を必要とする薬剤師
の職務
2　特に高度の知識又は経験を必要とする医
療技師、栄養士の職務

1　高度の知識又は経験を必要とする保健
師、助産師、看護師の職務
2　特に高度の知識又は経験を必要とする准
看護師の職務

2 級
1　薬剤師の職務
2　高度の知識又は経験を必要とする医療技
師、栄養士の職務

1　保健師、助産師、看護師の職務
2　高度の知識又は経験を必要とする准看護
師の職務
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エ　期末手当・勤勉手当

6 月 12 月 支 給 率 計

(月分) (月分) (月分)

( 1.125) ( 1.175) ( 2.300)

2.150 2.250 4.400 

( 1.125) ( 1.125) ( 2.250)

2.150 2.150 4.300 

( 1.125) ( 1.175) ( 2.300)

2.150 2.250 4.400 

＊(　　　)は、短時間勤務職員の支給率。

オ　特殊勤務手当

カ　その他の手当

同 じ

同 じ

同 じ

支 給 期 別 支 給 率

給料総額に対する比率 (%) 11.60 

支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)

( 令 和 4 年 10 月 1 日 現 在 )

扶 養 手 当

通 勤 手 当

地 域 手 当

区 分
職 制 上 の 段 階 ､
職 務 の 級 等
による加算措置

備 考

補 正 後 有

補 正 前 有

国 の 制 度 有

区 分 全 職 種

75.00 

代表的な特殊勤務手当の名称
診療手当、放射線取扱手当、病理検査手当、
夜間看護等手当、医療待機手当

区 分
国 の 制 度
と の 異 同

差 異 の 内 容

住 居 手 当 異 な る

【 国 】家賃額16千円以下：    0円
          〃  16～27千円： 家賃額-16千円
          〃  27～61千円：(家賃額-27千円)/2+11千円
          〃  61千円超  ： 28千円
【本市】家賃額27千円以下：    0円
          〃  27～83千円：(家賃額-27千円)/2
          〃  83千円超  ： 28千円
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